
令和７年３月３日 
 

『経済的理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知等について（通知）』に係る補足について 
 

文部科学省高等教育局 学生支援課 
 

令和７年２月 25 日付６文科高第 1864 号総合教育政策局長・高等教育局長通知「経済的理由により修学困難

な学生等に対する支援策の周知等について（通知）」について、通知本文中の資料番号に誤りがございました。 
つきましては、通知本文末尾＜添付書類＞に記載の資料番号との対応表を以下のとおりお送りします。 
所管学校等や市町村教育委員会等からお問い合わせがあった際等に御活用をいただけますと幸いです。 
 

本文 ＜添付書類＞の記載 
 頁 行 記載 

２ 29 を促進するための 「スカラシップ・アドバイザ

ー」【別紙３】を高等学校や大学等へ派遣 
【別紙２】スカラシップ・アドバイザーについ

て 

２ 30 する等、周知のための支援策を実施している

ほか、文部科学省において、【別紙４】及び 
【別紙３】 「高等教育の修学支援新制度」周知

用資料 

３ 17 社協議会）等の活用について周知をお願いし

ます。【別紙５】 
【別紙４】大学等への入学前・入学後に学生又

は保護者が利用可能な支援制度 

４ 4 R コード（令和７年１月時点）を学生等向けに

【別紙６】にまとめましたので、周知 
【別紙５】経済的に困難な学生等が活用可能

な支援策（令和６年１月～） 

４ 6 学継続チェックリスト」 【別紙７】の周知と併

せて、個々の事情を聴き取りながら、 
【別紙６】「修学継続チェックリスト」 

４ 13 護世帯への支援について」も御確認いただき、

当該学生に適切に御案内願います。【別紙８】 
【別紙７】虐待等により保護者の元から避難

した大学生等への支援及び大学等進学を希望

する生徒のいる被保護世帯への支援について

（令和６年２月１日付け厚生労働省・こども

家庭庁事務連絡） 
５ 連

絡

先 

〇全体及び別紙１～９について 〇全体及び別紙１～８について 

 

≪本件お問合せ先≫ 
文部科学省高等教育局学生支援課法規係 
TEL：０３－６７３４－３０５０（直通） 


